
言丑載例 「登記されていないことの証明申請書」
（後見登記等ファイル用）

請求できるのは，本人，本人の配偶者または四親等内の親族です。
なお，代理の方が請求する場合は，該当する方からの委任状が必要です。

＊人が申請する場合
＿ 

●請求される方（代理請求の場合は代理人）の本人確認書類が必要です。（裏面注4参照）

住 所 和歌山県和歌山市二番丁3番地 薔入印紙を
るところ

請求される方 （フリガナ） コウケン タロウ :
: 
·--------------―ー，

i
必t

（請求権者）
氏

名

後見 太郎
※本人確認のため，御本人に連絡する場合があります。

連絡先（電話番号 090-1234-5678 ：
’

収入：
’

っ
証明を受ける方との関係 と本人口配偶者□四親等内の親族□その他（ ） 

住 所
i印紙ii 

代理人 ’’＇ � -----------------� ’ ’ 

頼（上ま記れのた方
方

か

） ら （フリガナ）

氏

名

会社法人等番号（
連絡先（電話番号 ） _ 11111111111111111• 

返送先 住 所
一

1通につき300円一
（上記以外に証明書 一

の返信先を指定され 一 ※割印はしないでください。
る場合に記入） 宛 先 • , I I I I I I I I I I I I I I I I I 

※返信用封筒にも同一事項を必ず記入 ※本人確認のため．御本人に連絡する場合があります。

添付書類 口 委任状（代理人が請求するときに必要。また、会社等法人の代表者が社員等の分を請求する時に社員等から代表者への委任状も必嬰） ※印紙は申請書ごとに必要な

口戸籍謄抄本等親族関係を証する書面（本人の配偶者・四親等内の親族が請求するときに必要）
通数分を貼ってください。

下記経）参照 口法人の代表者の資格を証する書面（法人が代理人として請求するときに必要）（口添付を省略）

巴成年被後見人， 被保佐人とする記録がない。（後見 ・ 保佐を受けていないことの証明が必要な方）
証明事項

□ 成年被後見人， 被保佐人， 被補助人とする記録がない。（後見 ・ 保佐 ・ 補助を受けていないことの証明が必要な方）（いずれかの口に
チェックしてくだ

口成年被後見人， 被保佐人，被補助人， 任意後見契約の本人とする記録がない。（後見 ・ 保佐 ・ 補助 ・ 任意さい）
後見を受けていないことの証明が必要な方）

□ その他（ ） とする記録がない。（上記以外の証明を必要とする場合）

Iゴウ��I 区旦ゥI | | | | |
□] 

※請求通数は 証明を受ける方の
請求通数 通 右詰めで記入

氏名のフリガナしてください。

00 （地方） 法務局

令和0 年 0 月 0 日中請

•
•
•
•
•

•

 

ご
不

呵
な
場
合
は
提
出
先
に

布
問
し
合
わ
せ
く
だ
さ
い

◎証明を受ける方 この部分を複写して証明書を作成するため，字画をはっきリと，住所または本籍は番号，地番まで正確に記入してください。
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疇

口
ま
た
は

砂

□

疇

□

輝

と

繹

□

麟

□

都道府県名

和歌山県 和歌山市
丁目

鱈
年

市区郡町村名

二 月 ロエ

大宇 地番

二番丁3番地

④本 籍

日

都道府県名

和歌山県 和歌山市
市区郡町村名

丁目 大字 地番（外国人は国籍を記入） 枠内0文字がと0まま
証明書に反映されます

提出先から特に指定がない場合は，住所または本籍（外国人の場合は④に図し，正しい国籍名）のいずれかを記入してください。

⑮請求される方（代理請求の場合は代理人）の本人確認書類は必ず提示または添付してください（裏面注4参照）。

記入方法：1.証明を受ける方の氏名のフリガナ棚は，例えば，Iヤ；マ；ダi i夕；口；ウ； i |と左詰め（氏と名
の間1字空き）でカタカナで記入してください。

2.外国人は氏名欄に本国名（漢字を使用しない外国人はカタカナ）を記入してください。
3.生年月日欄は，例えば，昭和に切し| ！ ！ 4 ; o |年 にロエ］月 にロエ］日と右詰めで記入。
4.郵送請求の場合は，返信用封筒（あて名を書いて，切手を貼ったもの）を同封し下記のあて先に送付

してください。
申請書送付先：〒102-8226 東京都千代田区九段南1-1-15

．

 

（登記所が

記載します）

交付通数 交付枚数

九段第2合同庁舎 東京法務局民事行政部後見登録課

［ 手数料 年

年

月

月

日

日

0本申請書は拡大縮小せずに使用してください。

本人確認書類
口請求権者 □代理人

口運転免許証
口健康保険証
ロマイナンバーカ ー ド
□パスポ ー ト
□( ) 
口封筒

寛仁 磯﨑
線



「登記されていないことの証明書」の交付申請に当たっての留意事項
　「登記されていないことの証明書」とは、成年被後見人、被保佐人等の登記がされていないことを証明
するものです。この証明書は、平成 12 年４月１日以降に登記されていないことを証明するものであり、
同年３月 31 日までに禁治産宣告・準禁治産宣告を受けているかどうかを証明するものは、従来どおり本
籍地の市区町村が発行する身分証明書、戸籍謄本または抄本になります。

1 　証明書の交付申請手続
○ 窓口請求の場合

表面の申請書に所要事項を記入、収入印紙 （注１）（１通 ⇒ 300 円）を貼付。
⇒ 申請書と下記２（1）の添付書類及び本人確認書類を直接窓口に提出。

＊東京法務局民事行政部後見登録課、各法務局及び地方法務局の戸籍課で取り扱っています。
　（窓口の受付時間は 8：30 から 17：15 までです。支局・出張所では取り扱っていません。）

○ 郵送請求の場合
表面の申請書に所要事項を記入、収入印紙 （注１）（１通 ⇒ 300 円）を貼付。

⇒ 申請書に下記２（1）の添付書類及び本人確認書類と返信用封筒（あて名を明記、切手を貼付
したもの）を同封し、次のあて先へ送付。（注２）
＊なお、郵送請求の場合は東京法務局民事行政部後見登録課においてのみ取り扱っています。

〒102-8226
東京都千代田区九段南１-１-１５　九段第２合同庁舎
東京法務局　民事行政部　後見登録課　TEL 03-5213-1360（ダイヤルイン）、03-5213-1234（代表）

2 　表面に記載した以外の申請書の記入上の注意事項等
（1）　「添付書類」欄及び本人確認書類（次の場合に応じて添付書類の提出及び本人確認書類の提示また

はコピーの送付をお願いいたします。）
○証明を受ける方本人が請求する場合 ⇒ 本人確認書類（注３）
○証明を受ける方の配偶者または四親等内の親族が請求する場合

①証明を受ける方との関係を証する発行から３か月以内の戸籍謄抄本等（注４）
②本人確認書類（請求される方のもの）（注３）

○代理人が請求する場合
①本人確認書類（代理人のもの）（注３）
②証明を受ける方本人、その配偶者または四親等内の親族からの委任状の添付が必要。
③本人の配偶者または四親等内の親族から委任された場合は、前記委任状に加え、証明を受ける

方本人と委任者との関係を証する発行から３か月以内の戸籍謄抄本等（注４）も併せて必要。
④代理人（受任者）が法人の場合は、上記添付書類に加え、代表者の資格を証する書面として法

人の登記事項証明書または代表者の資格証明書（いずれも発行から３か月以内）も併せて必要。
※添付書類欄の「□添付を省略」にチェックの上、商号・本店等または会社法人等番号を記載す

ることで、代表者の資格を証する法人の登記事項証明書等の添付を省略することができます。
※戸籍謄抄本等の添付書類は、原本を添付してください（郵送請求の場合の本人確認書類を除く。）。

なお、戸籍謄抄本等の還付（返却）を希望される場合は、還付のための手続が必要です。
　（2）　「証明事項」欄

証明事項の選択については、証明書の提出先の官公庁等に確認してください。
　（3）　「証明を受ける方」欄

外国人の場合は、①氏名欄は本国名を、④本籍欄は□国籍欄にチェックをし国籍のみを、それぞれ記入
してください。

注１　１通につき 300 円分の収入印紙を、申請書ごと（証明を受ける方ごと）に必要な通数分、所定の箇所
に貼ってください。収入印紙は、郵便局、法務局・地方法務局及びその支局・出張所で印紙売場が設置
されているところなどで入手できます。

注２　郵送請求の場合は、１週間程度要します。なお、請求が集中する時期は更に相当日数を要する場合が
ありますので、できるだけ余裕をもって請求してください。

注３　窓口請求の場合は、請求される方（親族が請求する場合はその親族、代理請求の場合は代理人）の本
人確認書類（運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等）を窓口で提示していただきますよう
お願いいたします。また、郵送請求の場合は、本人確認書類のコピーを同封していただきますようお
願いいたします。

注４　除籍謄抄本または改製原戸籍の謄抄本を添付する場合は、発行後３か月以内のものでなくとも構いま
せん。

ご不明な点は最寄りの法務局・地方法務局にお問い合わせください。
また、詳しくは東京法務局ホームページをご利用ください。

令和4年東京法務局
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※１ 未成年後見人が請求する場合、発行後３か月以内の戸籍の謄抄本が必

要となりますが、未成年後見に係る事項のみが記載されている戸籍の一

部記載事項証明書(抄本)を添付することで足ります。

※２ 請求される法人につき、商業・法人登記が申請され、登記の完了前で

あるなど、登記官がシステム上で当該法人の登記情報を確認できない場

合は、添付を省略することができませんので、商業・法人登記申請の有

無をあらかじめ確認願います。
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